
- 53 - 

 

平成２７年第２回下仁田町議会定例会会議録第２号（１０日） 
招集年月日   平成２７年６月１０日 

招集の場所   下 仁 田 町 議 会 議 場 

開閉会日時 開 会 平成２７年 ６月 ９日午前10時00分 議 長 佐 藤 公 夫 

及 び 宣 言 閉 会 平成２７年 ６月１６日午前10時12分 議 長 佐 藤 公 夫 

応（不応）招議員 議席番号 氏 名 出席等の別 議席番号 氏 名 出席等の別 

及 び 出 席 並 び に １ 永 井 正 之 ○ ７ 佐 藤 勇 二 ○ 

欠 席 議 員 ２ 木 暮 弘 元 ○ ８ 千 野 榮 治 ○ 

出 席  １ ２ 名 ３ 矢 嶋 榮 一 ○ ９ 島 﨑 紘 一 ○ 

欠 席    名 ４ 原  秀 男 ○ １０ 堀 口 博 志 ○ 

欠 員    名 ５ 岩 崎 正 春 ○ １１ 岡 田 武 二 ○ 

 凡   例   ６ 髙 瀬 政 信 ○ １２ 佐 藤 公 夫 ○ 

○ 出席を示す       

△ 欠席を示す       

× 不応招示す       

会 議 録 署 名 議 員 ９番 島 﨑 紘 一 10番 堀 口 博 志  

職務のため議場に 

 

出席したものの氏名 

事 務 局 長 

 

樋 口 令 子 

 

書 記 

 

小 井 土 直 也 

 

 町 長 金 井 康 行 保 健 環 境 課 長 猪 野  馨 

地方自治法 副 町 長 吉 弘 拓 生 産 業 観 光 課 長 神 戸  宏 

第１２１条に 教 育 長 吉 井  誠 建設ガス水道課長 神 戸  哲 

より説明のた 総 務 課 長 金 井 義 富 教 育 課 長 浅 川 幸 則 

め出席した者 地 域 創 生 課 長 永 井 邦 佳   

の氏名 住 民 税 務 課 長 堀 口 玲 子   

 会 計 課 長 (住民税務課長兼務)   

 健 康 課 長 神 戸 康 全   
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議 事 日 程  別紙のとおり 

 ───────────────────── 

会 議 に 付 し た 議 件 

 ───────────────────── 

１ 報告第２号 議員派遣の件について 

  報告第３号 平成２６年度下仁田町繰越明許費繰越計算書について 

  報告第４号 甘楽郡土地開発公社経営状況の報告について 

２ 第41号議案 専決処分の承認を求めることについて（下仁田町税条例の一部を改 

        正する条例） 

３ 第42号議案 専決処分の承認を求めることについて（下仁田町国民健康保険税条 

        例の一部を改正する条例） 

４ 第43号議案 専決処分の承認を求めることについて（下仁田町小口資金融資促進 

        条例の一部を改正する条例） 

５ 第44号議案 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度下仁田町一般 

        会計補正予算（第６号）） 

６ 第45号議案 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度下仁田町浄化 

        槽整備事業特別会計補正予算（第４号）） 

７ 第46号議案 下仁田町固定資産評価員の選任について 

８ 第47号議案 下仁田町財政調整基金、その他の基金の設置、管理及び処分に関す 

        る条例の一部を改正する条例 

９ 第48号議案 下仁田町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改 

        正する条例 

10 第49号議案 町道路線の変更について 

11 第50号議案 下仁田町過疎地域自立促進計画の変更について 

12 第51号議案 指定管理者の指定について 

13 第52号議案 下仁田町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について 

14 第53号議案 平成２７年度下仁田町一般会計補正予算（第１号） 

  第54号議案 平成２７年度下仁田町ガス事業会計補正予算（第１号） 

15 陳情第２号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の国負担割合を２分の１ 

        に復元することを求める意見書採択に関する陳情書 

 

会 議 の 経 過 

────────────── 

    開  会    平成２７年６月１０日  午後 １時２５分 
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────────────────── 

○議長 佐藤公夫  ただいまから本日の会議を開きます。 

     日程第１、報告第２号 議員派遣の件について、会議規則第１２１条第１

項の規定により、お手元に配付したとおりで閉会中に議員派遣がありました

ので、報告いたします。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、報告第３号 平成２６年度下仁田町繰越明許費繰越計算

書について、総務課長に報告を求めます。総務課長 

（金井義富総務課長 登壇） 

○総務課長 金井義富  命によりまして、報告第３号についてご説明申し上げます。 

     報告第３号 平成２６年度下仁田町繰越明許費繰越計算書、款の区分と事

業名、繰越額を申し上げます。 

     １、一般会計、２款総務費、情報ネットワーク維持管理費１，０３０万円、

企画調整費１，９６４万１，０００円、土地利用対策費４３万２，０００円、

庁舎等管理費１億５８５万円、４款衛生費、乳幼児対策１８７万円、６款農

林水産業費、下仁田町経営体育成支援事業９，４１７万２，０００円、ぐん

まの緑の県民基金事業２，１０９万５，０００円、７款商工費、商工会補助

金２，０００万円、観光宣伝３３３万円、荒船の湯運営８４５万２，０００

円、ジオパーク運営３４０万円、裏面に移りまして、８款土木費、一般町道

改良２，９５３万５，０００円、過疎道路（基幹）整備５，０９９万８，０００

円、橋梁維持管理６，０４３万７，０００円、公営住宅管理５３５万２，０００

円、合計１１億９１７万円のうち翌年度繰越額は４億３，４８６万４，０００

円でございます。財源内訳は、未収入特定財源３億２，４６５万３，０００

円、一般財源１億１，０２１万１，０００円でございます。 

     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上でございます。 

○議長 佐藤公夫  次に、報告第４号 甘楽郡土地開発公社経営状況の報告につい

てを地域創生課長に求めます。地域創生課長 

（永井邦佳地域創生課長 登壇） 

○地域創生課長 永井邦佳  命によりまして、報告第４号についてご報告申し上げ

ます。 

     報告第４号 甘楽郡土地開発公社経営状況の報告について、地方自治法第

２４３条の３第２項の規定により、甘楽郡土地開発公社の経営状況を別紙の

とおり報告する。 
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     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     添付書類の別紙１、平成２６年度甘楽郡土地開発公社決算書及び別紙２、

平成２７年度甘楽郡土地開発公社予算書の各内容につきましては、さきの全

員協議会でご説明をさせていただきましたので省略をさせていただきます。 

     以上のとおり報告いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  以上で報告は終わりました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  日程第２、第４１号議案 専決処分の承認を求めることについ

て（下仁田町税条例の一部を改正する条例）を議題とし、提案理由の説明を

住民税務課長に求めます。住民税務課長 

（堀口玲子住民税務課長 登壇） 

○住民税務課長 堀口玲子  それでは、命によりまして、第４１号議案を朗読し、

ご提案、ご説明申し上げます。 

     第４１号議案 専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定

によりこれを報告し、承認を求める。 

     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     裏面をお願いいたします。 

     専決処分書、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり下

仁田町税条例の一部を改正する条例を専決処分する。 

     平成２７年３月３１日、下仁田町長 金井康行。 

     理由、地方税法等の一部を改正する法律が、平成２７年３月３１日公布さ

れたことに伴い、関連する下仁田町税条例の一部改正を行う必要が生じたた

めでございます。 

     次のページをお願いいたします。 

     下仁田町税条例の一部を改正する条例、第１条、下仁田町税条例の一部を

次のように改正する。 

     以下の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明申し上げまし

たので、説明は省略させていただきます。 

     ２枚ほどめくっていただきまして、中ほどですが、附則、施行期日、第１

条、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

     第１号、第２条中下仁田町税条例等の一部を改正する条例附則第１条第２

号及び第３号並びに第３条の改正規定、公布の日。 
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     町民税に関する経過措置以降につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第４１号議案を原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第４１号議案は原案のとおり承認され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第３、第４２号議案 専決処分の承認を求めること

について（下仁田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を議題とし、

提案理由の説明を住民税務課長に求めます。住民税務課長 

（堀口玲子住民税務課長 登壇） 

○住民税務課長 堀口玲子  それでは、命によりまして、第４２号議案を朗読し、

ご提案、ご説明申し上げます。 

     第４２号議案 専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定

によりこれを報告し、承認を求める。 

     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     裏面をお願いいたします。 

     専決処分書、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり下

仁田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分する。 

     平成２７年３月３１日、下仁田町長 金井康行。 

     理由、地方税法等の一部を改正する法律が、平成２７年３月３１日公布さ

れたことに伴い、関連する下仁田町国民健康保険税条例の一部改正を行う必

要が生じたためでございます。 

     次のページをお願いいたします。 

     下仁田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、下仁田町国民健康保
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険税条例の一部を次のように改正する。 

     改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明申し上げましたので、

説明を省略させていただきます。 

     附則、施行期日、第１条、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

     適用区分以降につきましては、説明を省略させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第４２号議案を原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第４２号議案は原案のとおり承認され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第４、第４３号議案 専決処分の承認を求めること

について（下仁田町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例）を議題と

し、提案理由の説明を産業観光課長に求めます。産業観光課長 

（神戸宏産業観光課長 登壇） 

○産業観光課長 神戸宏  それでは、命によりまして、第４３号議案を朗読し、ご

提案申し上げます。 

     専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求める。 

     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     １枚はぐってください。 

     専決処分書、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり下

仁田町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例を専決処分する。 

     平成２７年３月３１日、下仁田町長 金井康行。 

     理由、中小企業信用保険法の改正に伴うもの。 

     それで、１枚はぐっていただいて、下仁田町小口資金融資促進条例の一部
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を改正する条例、下仁田町小口資金融資促進条例の一部を次のように改正す

る。 

     改正内容については、さきの全員協議会で説明したので、省略させていた

だきます。 

     附則、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決をいたします。 

     第４３号議案を原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第４３号議案は原案のとおり承認され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第５、第４４号議案 専決処分の承認を求めること

について（平成２６年度下仁田町一般会計補正予算（第６号））を議題とし、

提案理由の説明を総務課長に求めます。総務課長 

（金井義富総務課長 登壇） 

○総務課長 金井義富  命によりまして、第４４号議案を朗読し、ご提案、ご説明

申し上げます。 

     第４４号議案 専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定

により、これを報告し承認を求める。 

     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     次のページをお願いいたします。 

     専決処分書、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり平

成２６年度下仁田町一般会計補正予算（第６号）を専決処分する。 

     平成２７年３月３１日、下仁田町長 金井康行。 

     次のページをお願いいたします。 

     平成２６年度下仁田町一般会計補正予算（第６号）、平成２６年度下仁田
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町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

７６６万１，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

５４億１，９１４万４，０００円とする。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

     繰越明許費、第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に

繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

     地方債の補正、第３条、地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

     平成２７年３月３１日専決処分、下仁田町長 金井康行。 

     ２ページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算補正でございますが、款の区分と補正予算額を申し

上げます。 

     初めに、歳入でございます。２款地方譲与税４８８万８，０００円の減、

３款利子割交付金５４万２，０００円の減、４款配当割交付金３７１万

３，０００円、５款株式等譲渡所得割交付金２６０万２，０００円、６款地

方消費税交付金６６３万円の減、７款ゴルフ場利用税交付金３６万円の減、

８款自動車取得税交付金８７１万円の減、１０款地方交付税７，３３８万

１，０００円、１４款国庫支出金３９万２，０００円、１５款県支出金１７３

万円の減、１６款財産収入６８万６，０００円、１７款寄附金４５万１，０００

円、３ページに移りまして、１８款繰入金５，５８７万４，０００円の減、

２０款諸収入５２５万２，０００円の減、２１款町債４９０万円の減、歳入

合計５４億２，６８０万５，０００円から７６６万１，０００円を減額し、

５４億１，９１４万４，０００円としたいとするものでございます。 

     ４ページをお願いいたします。 

     歳出でございます。２款総務費３８万４，０００円、６款農林水産業費２

万８，０００円の減、７款商工費４９５万６，０００円の減、８款土木費

６４万８，０００円の減、１０款教育費２４１万３，０００円の減、歳出合

計５４億２，６８０万５，０００円から７６６万１，０００円を減額し、

５４億１，９１４万４，０００円としたいとするものでございます。 

     ５ページをお願いいたします。 

     第２表繰越明許費補正、追加でございます。２款総務費、１項総務管理費、

事業名、土地利用対策費４３万２，０００円。 

     次に、変更でございます。６款農林水産業費、１項農業費、事業名、下仁



- 61 - 

田町経営体育成支援事業、補正前１億３，８８２万２，０００円、補正後

９，４１７万２，０００円、８款土木費、２項道路橋梁費、事業名、一般町

道改良、補正前１，２２３万４，０００円、補正後２，９５３万５，０００

円。 

     次に、第３表地方債補正、変更でございます。起債の目的、過疎対策事業

（過疎対策事業債）、限度額１億５，６９０万円から４９０万円を減額し、

１億５，２００万円にしたいとするものでございます。 

     なお、起債の方法、利率、償還の方法については補正前と同じで、記載の

とおりでございます。 

     ６ページからの歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１の総括につ

きましては説明を省略させていただきます。また、８ページの２の歳入及び

１２ページの３の歳出につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしま

したので、省略をさせていただきます。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第４４号議案を原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第４４号議案は原案のとおり承認され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第６、第４５号議案 専決処分の承認を求めること

について（平成２６年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第４

号））を議題とし、提案理由の説明を建設ガス水道課長に求めます。建設ガ

ス水道課長 

（神戸哲建設ガス水道課長 登壇） 

○建設ガス水道課長 神戸哲  命によりまして、第４５号議案を朗読し、ご提案、

ご説明申し上げます。 

     第４５号議案 専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９
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条第１項の規定により、別添のとおり専決処分したので、同条第３項の規定

により、これを報告し承認を求める。 

     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     次のページをお願いいたします。 

     専決処分書、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別添のとおり平

成２６年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第４号）を専決処分

する。 

     平成２７年３月３１日、下仁田町長 金井康行。 

     次のページをお願いいたします。 

     平成２６年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第４号）、平成

２６年度下仁田町の浄化槽整備事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定

めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

２１１万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，４７８万

２，０００円とする。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

     平成２７年３月３１日専決処分、下仁田町長 金井康行。 

     次のページをお願いいたします。 

     第１表歳入歳出予算補正ですが、款の区分と補正予算額のみ申し上げます。 

     まず、歳入でございます。３款国庫支出金１０７万４，０００円の減、４

款県支出金１０３万６，０００円の減、歳入合計５，６８９万２，０００円

から２１１万円を減額し、５，４７８万２，０００円としたいとするもので

ございます。 

     次に、歳出でございます。１款浄化槽事業費２１１万円の減、歳出合計

５，６８９万２，０００円から２１１万円を減額し、５，４７８万２，０００

円としたいとするものでございます。 

     次に、歳入歳出予算事項別明細書ですが、１の総括につきましては説明を

省略させていただきます。４ページの２の歳入、３の歳出につきましては、

さきの全員協議会でご説明させていただきましたので、省略させていただき

ます。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ご

ざいませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論はないものと認め、討論を終結して採決をいたします。 

     第４５号議案を原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第４５号議案は原案のとおり承認され

ました。 

     ここで暫時休憩をいたします。 

休  憩  午後 １時５２分 

再  開  午後 １時５２分 

（堀口玲子住民税務課長 退席） 

○議長 佐藤公夫  休憩を解いて再開いたします。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第７、第４６号議案 下仁田町固定資産評価員の選

任についてを議題とし、提案理由の説明を地域創生課長に求めます。地域創

生課長 

（永井邦佳地域創生課長 登壇） 

○地域創生課長 永井邦佳  命によりまして、第４６号議案を朗読し、ご提案、ご

説明を申し上げます。 

     第４６号議案 下仁田町固定資産評価員の選任について、下仁田町固定資

産評価員に下記の者を選任したいので、地方税法第４０４条第２項の規定に

より議会の同意を求める。 

     住所、■■■■■■■■■■■■■■■氏名、堀口玲子、■■■■■■■

■■■■■■■ 

     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     提案理由、機構改革により総務課から住民税務課になったためでございま

す。 

     以上のとおりでございます。よろしくお願いをいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、採決いたします。採決す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  異議ないものと認め、よって、第４６号議案を原案のとおり同



- 64 - 

意することに決定いたしました。 

     ここで暫時休憩をいたします。 

休  憩  午後 １時５５分 

再  開  午後 １時５５分 

（堀口玲子住民税務課長 入場） 

○議長 佐藤公夫  休憩を解いて再開いたします。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第８、第４７号議案 下仁田町財政調整基金、その

他の基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例を議題と

し、提案理由の説明を総務課長に求めます。総務課長 

（金井義富総務課長 登壇） 

○総務課長 金井義富  命によりまして、第４７号議案を朗読し、ご提案、ご説明

申し上げます。 

     第４７号議案 下仁田町財政調整基金、その他の基金の設置、管理及び処

分に関する条例の一部を改正する条例、下仁田町財政調整基金、その他の基

金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を次のように改正する。 

     第１条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、第６

号を削り、第７号を第５号とする。 

     附則、この条例は、公布の日から施行する。 

     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第４７号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第４７号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第９、第４８号議案 下仁田町体験交流センターの
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設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説

明を産業観光課長に求めます。産業観光課長 

（神戸宏産業観光課長 登壇） 

○産業観光課長 神戸宏  命によりまして、第４８号議案を朗読し、ご説明、ご提

案を申し上げます。 

     下仁田町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例、下仁田町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

     第１１条を第１３条とし、第７条から第１０条までを２条ずつ繰り下げ、

第６条の次に次の２条を加える。 

     改正内容について、以下についてはさきの全員協議会でご説明申し上げま

したので、省略させていただきます。 

     附則、この条例は、平成２７年７月１日から施行する。 

     裏面をお願いいたします。 

     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上です。よろしくお願いします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりました。 

     質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第４８号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第４８号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第１０、第４９号議案 町道路線の変更についてを

議題とし、提案理由の説明を建設ガス水道課長に求めます。建設ガス水道課

長 

（神戸哲建設ガス水道課長 登壇） 

○建設ガス水道課長 神戸哲  命によりまして、第４９号議案を朗読し、ご提案、

ご説明申し上げます。 
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     第４９号議案 町道路線の変更について、道路法第１０条第２項の規定に

基づき、町道路線を下記のとおり変更する。 

     整理番号１番、路線名、２４３４号線、区分、変更前、起点、青倉字足倉

３２３１－１、終点、青倉字ウロノ平甲３２７５、幅員、１．８から６．０５

メートル、延長、１５０．１２メートル、変更後、起点、青倉字ウロノ平

３２７１－５、終点、青倉字ウロノ平３２７２－１、幅員、１．８から

６．０５メートル、延長、８２．００メートル。 

     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、第４９号議案に対する質

疑に入ります。質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論願います。討論

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第４９号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第４９号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第１１、第５０号議案 下仁田町過疎地域自立促進

計画の変更についてを議題とし、提案理由の説明を地域創生課長に求めます。

地域創生課長 

（永井邦佳地域創生課長 登壇） 

○地域創生課長 永井邦佳  命によりまして、第５０号議案を朗読し、ご提案、ご

説明申し上げます。 

     第５０号議案 下仁田町過疎地域自立促進計画の変更について、過疎地域

自立促進特別措置法第６条第７項の規定により、下仁田町過疎地域自立促進

計画を別紙のとおり変更したいので、議会の議決を求める。 

     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     変更の理由、過疎地域自立促進特別事業として、新たに通学対策のスクー

ルバス運転管理委託を追加したいためでございます。 

     別紙の変更内容につきましては、さきの全員協議会でご説明をさせていた
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だきましたので、省略をさせていただきます。 

     以上です。よろしくお願いをいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりましたので、第５０号議案に対する質

疑に入ります。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第５０号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第５０号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第１２、第５１号議案 指定管理者の指定について

を議題とし、提案理由の説明を産業観光課長に求めます。 

（神戸宏産業観光課長 登壇） 

○産業観光課長 神戸宏  命によりまして、第５１号議案を朗読し、ご提案申し上

げます。 

     指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によ

り、次のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求める。 

     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     １、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称、下仁田町体験交流セン

ター。 

     ２、指定管理者となる団体、住所、群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山３７６６

番地１１、団体名、一般社団法人下仁田町観光協会、代表者名、理事 島崎

進。 

     ３、指定の期間、平成２７年７月１日から平成３０年３月３１日まで。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案理由の説明が終わりました。 

     第５１号議案に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第５１号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第５１号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第１３、第５２号議案 下仁田町の特定の事務を取

り扱う郵便局の指定についてを議題とし、提案理由の説明を住民税務課長に

求めます。住民税務課長 

（堀口玲子住民税務課長 登壇） 

○住民税務課長 堀口玲子  それでは、命によりまして、第５２号議案を朗読し、

ご提案、ご説明申し上げます。 

     第５２号議案 下仁田町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について、

下仁田町の特定の事務を取り扱う郵便局を指定する必要があるため、地方公

共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第３条第３項の規

定に基づき提出する。 

     指定内容につきましては、さきの全員協議会でご説明申し上げましたので、

説明を省略させていただきます。 

     附則、この指定は、平成２７年１０月１日から施行する。 

     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案説明が終わりましたので、第５２号議案に対する質疑に入

ります。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  討論ないものと認め、討論を終結して採決をいたします。 

     第５２号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤公夫  挙手全員です。よって、第５２号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 
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○議長 佐藤公夫  次に、日程第１４、第５３号議案及び第５４号議案を一括議題

とし、第５３号議案 平成２７年度下仁田町一般会計補正予算（第１号）か

ら順次説明を願います。総務課長 

（金井義富総務課長 登壇） 

○総務課長 金井義富  命によりまして、第５３号議案を朗読し、ご提案、ご説明

申し上げます。 

     第５３号議案 平成２７年度下仁田町一般会計補正予算（第１号）、平成

２７年度下仁田町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

億５５２万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

４９億９，８５２万９，０００円とする。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     ２ページをお願いいたします。 

     第１表歳入歳出予算補正でございますが、款の区分と補正予算額を申し上

げます。 

     初めに、歳入でございます。１５款県支出金３４万８，０００円、１７款

寄附金３，６５０万円、１８款繰入金６，５７１万１，０００円、２０款諸

収入２９７万円、歳入合計４８億９，３００万円に１億５５２万９，０００

円を増額し、４９億９，８５２万９，０００円としたいとするものでござい

ます。 

     次に、歳出でございます。２款総務費６，３８１万２，０００円、６款農

林水産業費１，３４６万６，０００円、７款商工費１，１２５万円、８款土

木費１，６９８万９，０００円、１０款教育費１万２，０００円、歳出合計

４８億９，３００万円に１億５５２万９，０００円を増額し、４９億９，８５２

万９，０００円としたいとするものでございます。 

     ３ページの歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１の総括につきま

しては説明を省略させていただきます。また、４ページの２の歳入及び５ペ

ージの３の歳出につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしましたの

で省略をさせていただきます。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  以上で、一般会計補正予算の説明が終わりました。 
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     次に、第５４号議案 平成２７年度下仁田町ガス事業会計補正予算（第１

号）について、建設ガス水道課長に説明を求めます。建設ガス水道課長 

（神戸哲建設ガス水道課長 登壇） 

○建設ガス水道課長 神戸哲  命によりまして、第５４号議案を朗読し、ご提案、

ご説明申し上げます。 

     第５４号議案 平成２７年度下仁田町ガス事業会計補正予算（第１号）、

総則、第１条、平成２７年度下仁田町ガス事業会計の補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 

     収益的収入及び支出、第２条、平成２７年度下仁田町ガス事業会計予算第

３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

     款の区分と補正予定額を申し上げます。 

     収入、第１款ガス事業収益１，３４６万６，０００円、支出、第１款ガス

事業費用１，２８９万７，０００円。 

     平成２７年６月９日提出、下仁田町長 金井康行。 

     ２ページの平成２７年度下仁田町ガス事業会計補正予算実施計画以降につ

きましては、さきの全員協議会でご説明いたしましたので、省略させていた

だきます。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤公夫  提案説明が終わりましたので、第５３号議案及び第５４号議案

に対する質疑に入ります。 

     質疑に際しましては、会計名とページ数を申し述べていただきますようあ

らかじめお願いをしておきます。 

     それでは、質疑をお願いいたします。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  質疑がないようですので、質疑を終結して、第５３号議案及び

第５４号議案は予算決算特別委員会に付託したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 佐藤公夫  ご異議ないものと認め、予算決算特別委員会に付託することに

決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  次に、日程第１５、陳情を議題といたします。 

     ただいま議題となっております陳情第２号 教職員定数改善と義務教育費

国庫負担制度の国庫負担割合を２分の１に復元することを求める意見書採択
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に関する陳情書は、総務常任委員会に付託いたします。 

──────────────────── 

○議長 佐藤公夫  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

     本日はこれにて散会いたします。 

     大変ご苦労さまでした。 

──────────────────── 

    散  会    平成２７年６月１０日  午後 ２時１５分 


